
新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 
改正後 改正前 

0301.99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．にしん（クルペア属のもの）、たら（ガドゥス属、テラグラ属又

はメルルシウス属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコ

ムベル属のもの）、いわし（エトルメウス属のもの、サルディノプス

属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又はデカプテ

ルス属のもの）及びさんま（コロラビス属のもの） 

 

（省 略） 

 

主要魚種 
属名 

標準和名 学  名 英  名 

    

（省 略） 

    

ぶり S. quinqueradiata Yellow tails 

ひらまさ（ひらす） S. lalandi  

(S. aureovittata)

 

genus Seriola

かんぱち S. dumerili 

(S. purpurascens)

 

    

（省 略） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301.99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．にしん（クルペア属のもの）、たら（ガドゥス属、テラグラ属又

はメルルシウス属のもの）、ぶり（セリオーラ属のもの）、さば（スコ

ムベル属のもの）、いわし（エトルメウス属のもの、サルディノプス

属又はエングラウリス属のもの）、あじ（トラクルス属又はデカプテ

ルス属のもの）及びさんま（コロラビス属のもの） 

 

（同 左） 

 

主要魚種 
属名 

標準和名 学  名 英  名 

    

（同 左） 

    

ぶり S. quinqueradiata Yellow tails 

ひらまさ（ひらす） S. aureovittata  

genus Seriola

かんぱち S. purpuracens  

    

（同 左） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙） 



新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 
改正後 改正前 

0301.99 ２．ぶり（セリオーラ属のもの）  

 

ぶり（セリオーラ属のもの）の養魚用の稚魚とは、全長 15 センチ

メートル以下のものをいう。  

なお、ぶり（セリオーラ属のもの）のうち、かんぱちの養魚用の稚

魚には、上記の他に、平成 24 年５月８日付 24 水漁第 248 号「活のか

んぱち稚魚の養殖用の確認について」に基づき発給された養殖用途の

確認書（活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について）が輸入申告時に

税関へ提出されるものも含む（この場合、３月１日から７月 31 日ま

での間に輸入申告が行われるものに限る。）。 

 

（参考） 

その他の各種の養魚用の稚魚の取扱いは、次のとおりである。  

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

0301.99 ２．ぶり（セリオーラ属のもの）  

 

この細分には、養魚用の稚魚のうち「ぶり（セリオーラ属のもの）」

を分類する。 

なお、ぶり（はまち）の養魚用の稚魚とは、全長 15 センチメート

ル以下のものをいう。 

 

 

 

 

 

（参考） 

その他の各種の養魚用の稚魚の取扱いは、次のとおりである。  

 

（同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

（別紙） 


